
2018 年度「任意売却取扱主任者」試験概要 

一般社団法人 全国住宅ローン救済・任意売却支援協会 試験事務局 

 受験申込みについて  

【受付期間】 2018 年 9 月 3 日（月）～2019 年 1 月 31 日（木） 

       ※郵送の場合は 2019 年 1 月 31 日までの消印有効 

 

【受験票発送】 2019 年２月 1 日（金）より順次発送予定 

 

 

  受験資格   

以下の方は受験することができませんので、予めご了承ください。 

 

・成年被後見人又は、被保佐人 

・禁錮以上の刑に処され、刑の執行が完了又は、刑の執行が受けることがなくなった日から
5 年を経過していない方 

・宅地建物取引業の規定により宅地建物取引士としてすべき事務を禁止され、 

その禁止期間満了の日から 5 年を経過していない方 

 

「宅建士、FP 等の資格を保有していなければならない」といった資格要件は撤廃いたしました。 

受験に際して、特定の資格や特定業種での勤務実績等は不要です。 

 

  試験日程   

2019 年 2 月 13 日（水） 13:00～15:00  

※詳細な開場時間は受験票にてご案内します。 

 

 

  試験会場   

試験地は以下の３会場です。 

⚫ [東京会場] 新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル 47F 新宿住友スカイルーム 

⚫ [大阪会場] 大阪府大阪市北区茶屋町 1-27 ABC-MART 梅田ビル 7F 

⚫ [福岡会場] 福岡県福岡市博多区博多駅前 3-2-1 日本生命博多駅前ビル 8F 

※会場は変更になる可能性がございます。試験前に届く受験票を必ずご確認のうえご来場下さい。 

 

 

  試験内容   

・宅地建物取引業法、都市計画法、建築基準法、民事訴訟法、民事執行法、税法、民法、 

弁護士法などの法律問題 

・任意売却取引に必要な手続き等の商慣行や実務に関する問題 

40 問の四肢択一（各 2 点）、2 問の筆記（各 10 点） 
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  申し込み方法   

「任意売却取扱主任者」試験は、当協会のウェブサイト、もしくは郵送にて受験申込みが可能です。 

 

●インターネットでの受験申込み 

協会 WEB サイトにある受験申込み専用フォームからお申し込み下さい。 

 

※インターネット環境によっては顔写真の登録が上手くいかない場合がございます。 

その場合は、お申し込み後の試験事務局からの確認メールに、顔写真のデータを添付して
ご返信ください。 

※顔写真は試験当日の本人確認と、任意売却取扱主任者証に使用いたします。 

データの状態によっては再度ご提出頂く場合がございます。予めご了承ください。 

 

 

●郵送での受験申込み 

当協会の WEB サイトよりお申込み書を印刷し、必要事項をご記入の上、顔写真とともに
試験事務局までご郵送ください。 

 

※顔写真のサイズは縦 4.5cm×横 3.5cm（パスポートサイズ）で、顔が 3 ㎝前後の大きさ
で写っているもの（縦）をご用意ください。 

 

 

 

  受験料の支払い方法   

【受験料】16,200 円（消費税込） 

銀行振込み、クレジットカード決済のいずれかでお支払い頂けます。 

 

●銀行振込の場合 

受験申込み後に当協会から送られる確認連絡（メールまたは郵送）に記載されている振込口座へお振込
ください。 

 

●クレジットカード決済の場合 

決済用リンクが記載されたメールを事務局よりお送りさせて頂きます。 
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  合格後の資格の登録について   

任意売却取扱主任者として活動するには、『資格登録』が必要です。 

資格登録を行うには、試験に合格された方のみ受講できる『指定講習』を受講する必要があります。 

 

指定講習の受講の参加費はお一人あたり 54,000 円（税込）です。 

 

指定の講習を受講後、「修了証書」と「任意売却取扱主任者認定証」を発行します。 

資格登録をされない場合、認定証等の発行はいたしかねますので予めご了承ください。 

 

指定講習は 2019 年 5 月に開催予定です。 

詳細な日時・会場は、試験終了後に合格者された皆様へご案内いたします。 

 

また、指定講習は 1 年に 1 度の頻度で行われています。 

合格してから 5 年間は指定講習受講資格がありますので、本年度の指定講習へのご参加が難しい場合は
次年度以降の指定講習へのご参加をご検討ください。 

 

「宅建士、FP 等の資格を保有していなければならない」といった資格要件は撤廃いたしました。 

受験に際して、特定の資格や特定業種での勤務実績等は不要です。 

 

  教材について   

試験用の学習には試験用のテキスト（教材）をご利用ください。  

 

【詳細】 

A4 サイズ 

想定学習時間： 15～50 時間 

※試験問題の大部分は本テキストより出題されます 

※宅建士資格保有者の場合 

 

価格：1 冊 4,320 円（送料別 360 円/～2 冊のご注文の場合） 

お支払方法：振込（振込手数料はお客様のご負担となります）、クレジ
ットカード決済、代金引換 

 

※３冊以上購入の場合・代引きでの購入を希望される場合は宅急便で
の配送となりますので、ご注意ください。 

詳しくは WEB サイトを御覧ください。 

※受験申込みとテキスト購入を同時に行う場合、受験料を代引きでお支払いすることはできかねま
す。予めご了承ください。 

※過去問題集もございます。詳細は WEB にてご確認ください。 
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  試験当日の持ち物について   

筆記用具と受験票（※）をご持参ください。また、本人確認をさせて頂く場合もありますので、受験者本
人であることが分かる身分証明書も合わせてご持参ください。 

 

※受験票は試験日の 2 週間前より順次発送いたします。 

 

 

  合格発表について   

【合格発表日】2019 年 3 月 14 日（木） 12:00～ 

 

発表方法は合格者の受験番号を、当協会の WEB サイトで公表する形で行います。 

受験番号は必ず記録しておいてください（受験番号を忘れてしまったという方は試験事務局までお問合
せください）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

受験に関するお問い合わせ先は、次のとおりです。 

 

一般社団法人 全国住宅ローン救済・任意売却支援協会 試験事務局 

 

〒359-1116  

埼玉県所沢市東町 10-18 グリーンビル 5 階 

TEL:04（2921）6200 FAX：04（2929）0091 

Mail: licence@963281.or.jp 


